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令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ０ 日 付 けで提 出 されました「 ２ ０ ２ ３ 年 春 闘 要 求 書 」 について、

下 記 のとおり回 答 します。 
 

記  

 

要 求 事 項 回   答 

１ ． 労 使 関 係 について 

⑴ 賃 金 ・ 労 働 条 件 の決 定 にあたっては、

労 使 交 渉 •協 議 の実 施 とそれに基 づく合

意 によるものとし、労 使 による自 主 決 着

とすること。 

 

⑵ 職 場 の存 廃 や業 務 の委 託 など、労 働 条

件 にも影 響 を与 える組 織 の見 直 しをしよ

う と す る 場 合 は 労 使 協 議 を 行 う こ と と

し、すでに取 り交 わしている確 認 書 につ

いては尊 重 、遵 守 すること。 

 

⑶ 人 事 評 価 制 度 については、定 期 的 な検

証 ・ 見 直 しを労 使 双 方 で行 うこと。運 用

にあたっては公 平 性 、透 明 性 、客 観 性 、

納 得 性 を確 保 し、恣 意 的 な調 整 が行 われ

ない様 に部 長 ・ 次 長 を含 めた評 定 者 へ徹

底 すること。また、被 評 定 者 に対 しても評

価 の影 響 等 について制 度 の周 知 を繰 り

返 し行 うこと。 

 

１ ．  

⑴ 地 方 公 務 員 法 の主 旨 を踏 まえた上 で、十

分 な労 使 交 渉 を行 っていく。 

 

 

 

⑵ 組 織 の見 直 しに伴 う職 員 の勤 務 労 働 条

件 の変 更 については、確 認 書 を遵 守 し、労

使 協 議 を行 っていく。 

 

 

 

⑶ 人 事 評 価 制 度 については、必 要 に応 じて

検 証 を行 いながら、納 得 性 、公 平 性 及 び

客 観 性 を確 保 できるよう運 用 している。ま

た、評 価 の影 響 等 の制 度 周 知 は様 々な機

会 を通 じて行 っていく。 

２ ． 労 働 条 件 の改 善 について 

⑴ 年 次 有 給 休 暇 、夏 季 特 別 休 暇 の完 全

取 得 を保 障 するとともに、取 得 率 向 上 の

ためゴールデンウィークや年 末 年 始 等 休

日 と 併 せ て 連 続 休 暇 を 取 得 で き るよ う

引 き続 き取 り組 むこと。 

 

⑵ コロナワクチンの公 費 負 担 の期 間 延 長

や、５ 月 に感 染 症 法 上 の位 置 づけが５ 類

に移 行 し、通 常 業 務 が再 開 することによ

る業 務 量 の増 加 が見 込 まれることから、

職 員 の健 康 を鑑 み夏 季 特 別 休 暇 を１ ０

日 とすること。 

 

⑶  労 働 基 準 法 を遵 守 し、サービス残 業 、

時 間 外 勤 務 手 当 の不 払 いをなくすこと。

また、休 憩 時 間 については、きちんと確

保 できるよう徹 底 させること。 

 

 

 

 

 

 

 

２ ．  

⑴ 年 次 休 暇 については、祝 日 、週 休 日 等 と

組 み合 わせた連 続 取 得 を推 奨 する通 知 を

行 うとともに、夏 季 休 暇 については、所 属

長 に対 し休 暇 を取 得 しやすい環 境 整 備 に

努 めるよう通 知 を行 う。 

 

⑵ 夏 季 休 暇 については、令 和 ４ 年 人 事 院 勧

告 等 を踏 まえた給 与 改 定 に係 る令 和 ４ 年

１ １ 月 １ ６ 日 付 け合 意 書 に基 づき、職 員 の

心 身 の健 康 の維 持 を図 る観 点 から、令 和

５ 年 度 に限 り、付 与 日 数 を９ 日 とし、実 施

期 間 を６ 月 から１ ０ 月 までとする。 

 

⑶ 時 間 外 勤 務 命 令 に基 づく勤 務 について

は、随 時 実 態 の把 握 に努 め、不 適 切 な扱

いが見 受 けられれば、その都 度 指 導 してい

く。また、休 憩 時 間 についても不 適 切 な扱

いがあれば、その都 度 指 導 する。 
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要 求 事 項 回   答 

⑷ ハラスメント対 策 については、この３ 年

間 の年 度 の相 談 件 数 を提 示 し、この間 の

改 善 を行 い、引 き続 き根 絶 に向 けた取 り

組 みを継 続 すること。 

 

 

 

⑸ 育 児 休 暇 の対 象 期 間 の延 長 や、看 護 休

暇 等 については、取 得 しやすい環 境 を整

えるとともに、対 象 者 など取 得 条 件 の拡

充 を図 ること。 

 

 

 

 

 

⑹ Ｌ ｏ Ｇ ｏ チャットの利 用 方 法 について、庁

内 でのルールを確 立 させその周 知 徹 底 を

行 うこと。 

 

⑺ 人 事 異 動 については、本 人 の自 己 申 告

や希 望 を極 力 考 慮 し、配 置 換 えを行 うこ

と。 

 

 

⑻ 通 勤 手 当 の改 善 を行 うこと。 

 

 

 

⑼ 公 用 車 の運 転 が偏 っている職 員 につい

て、手 当 てを支 給 するなど処 遇 改 善 を行

うこと。 

 

 

 

⑽ 職 務 から完 全 に切 り離 された環 境 で休

憩 時 間 を確 保 できるよう、職 員 の休 憩 ス

ペースを確 保 すること。 

 

⑷ ハラスメントの相 談 件 数 については、令

和 ２ 年 度 １ ６ 件 、令 和 ３ 年 度 ２ ７ 件 、令 和

４ 年 度 １ ７ 件 となった。 

引 き続 き、ハラスメント防 止 対 策 として

研 修 を実 施 するともに、相 談 窓 口 の周 知

などの取 り組 みを実 施 していく。 

 

⑸ 育 児 に係 る休 暇 等 の制 度 については、育

児 と仕 事 の両 立 支 援 の観 点 から、周 知 を

図 っている。 

また、育 児 休 業 については、地 方 公 務 員

の育 児 休 業 等 に関 する法 律 の範 囲 内 にお

いて取 得 可 能 である。子 の看 護 休 暇 につ

いては、国 や近 隣 市 よりも取 得 可 能 日 数

を多 く設 定 している。 

 

⑹  Ｌ ｏ Ｇ ｏ チ ャ ッ ト の 利 用 は 、 緊 急 時 を 除

き、勤 務 時 間 内 のみとするよう周 知 してい

る。 

 

⑺ 人 事 異 動 は、組 織 力 の向 上 、組 織 の活 性

化 及 び 人 材 育 成 等 を 目 的 に 実 施 し て お

り、所 属 の要 請 及 び職 員 の意 向 を考 慮 し

ながら適 材 適 所 の配 置 に努 めている。 

 

⑻ 通 勤 手 当 は、地 方 公 務 員 法 の均 衡 の原

則 に基 づき、国 等 との均 衡 が図 られてお

り、適 正 に支 給 している。 

 

⑼ 地 方 自 治 法 上 、手 当 の支 給 は困 難 であ

るが、公 用 車 の使 用 頻 度 が多 い所 属 につ

いては、所 属 からのヒアリング結 果 や走 行

回 数 などのデータを踏 まえて、運 転 負 担 が

過 度 に偏 らない職 員 配 置 に努 めていく。 

 

⑽ 休 憩 場 所 については、限 られたスペース

の中 で可 能 な限 り確 保 している。 

３ ． 人 員 の確 保 について 

⑴ 市 川 市 定 員 管 理 方 針 に則 り「 業 務 量 に

応 じた職 員 配 置 」 を徹 底 すること。 

 

 

 

 

 

⑵ ２ ０ ２ ４ 年 ４ 月 の新 規 採 用 について、募

集 時 期 、条 件 等 、採 用 計 画 を明 らかにす

ること。 

 

３ ．  

⑴ 各 職 場 の人 員 配 置 については、事 務 量 の

実 態 調 査 や時 間 外 勤 務 の状 況 及 び所 属

長 ヒ ア リ ン グ 等 で 現 状 把 握 を 行 う と と も

に、通 年 採 用 制 度 を活 用 して新 たな職 員

を採 用 するなど、市 川 市 定 員 管 理 方 針 に

則 り、適 切 な職 員 数 の維 持 に努 めていく。 

 

⑵  採 用 試 験 の実 施 については、一 般 行 政

職 （ 大 卒 ） の試 験 を 6 月 に予 定 している。

なお、詳 細 な内 容 については、後 日 明 らか

にする。 
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要 求 事 項 回   答 

 

⑶ 緊 急 時 対 応 に必 要 な知 識 • 技 術 の継

承 に留 意 した採 用 ・ 配 置 を行 うこと。 

 

⑶ 専 門 職 については、緊 急 時 においても適

切 な対 応 を行 うため、所 管 の要 望 や計 画

を踏 まえたうえで、知 識 ・ 技 術 の継 承 に留

意 した採 用 ・ 配 置 に努 めていく。 

 

４ ． 現 業 職 について  

⑴ 市 民 サービス維 持 のため、技 術 の継 承

の点 においても第 一 グループ職 場 につい

て は 継 続 的 に 新 規 採 用 を 行 う こ と 。 ま

た、定 年 延 長 を踏 まえた勤 務 労 働 条 件 に

ついて協 議 を行 い、６ ０ 歳 以 降 の職 員 の

勤 務 場 所 ・ 職 務 内 容 については、実 態 に

基 づいた配 置 ・ 運 用 をすること。 

 

 

 

⑵ 再 任 用 職 員 について、これまでと同 様

の業 務 を行 っている実 態 を踏 まえ、現 場

に応 じた人 員 の配 置 ・ 賃 金 の改 善 を行 う

こと。 

 

 

 

 

 

 

⑶ グループ化 について再 度 検 証 を行 うこ

と。その中 で、第 二 グループ職 場 において

第 一 グループと協 力 体 制 が構 築 できる

職 場 は、第 一 グループ（ 直 営 職 場 ） として

の位 置 付 けをすること。 

 

⑷ 現 業 職 員 の労 働 条 件 の変 更 を行 う際

は、必 ず事 前 協 議 を行 うこと。また、合 意

された事 項 に関 しては、確 認 書 を取 り交

すこと。 

 

４ ．  

⑴ 現 業 職 については、組 合 との確 認 事 項 を

踏 まえ、第 1 グループの必 要 な職 種 につい

ては不 足 が見 込 まれる職 場 への採 用 を行

うとともに、今 後 も所 管 との協 議 を行 い適

切 に対 応 していく。 

定 年 の引 上 げに関 しては、勤 務 労 働 条

件 について労 使 協 議 を行 ったうえで合 意 し

ているが、今 後 も必 要 に応 じて協 議 を行 う

とともに、実 態 の把 握 に努 めていく。 

 

⑵ 各 職 場 の人 員 配 置 については、所 属 長 ヒ

ア リング等 で現 状 把 握 を行 い、業 務 量 に

応 じて、適 切 な人 員 配 置 となるよう努 めて

いく。 

また、暫 定 再 任 用 制 度 は、定 年 引 上 げに

伴 う現 行 の再 任 用 制 度 の経 過 措 置 として

導 入 されたものであるため、給 与 水 準 につ

いては、現 行 の再 任 用 職 員 と同 様 、国 や近

隣 市 の動 向 を踏 まえ、協 議 していく。 

 

⑶ 第 ２ グループに位 置 付 けられている職 場

については、組 合 との確 認 事 項 を踏 まえ、

今 後 も安 定 的 な運 用 ができるよう関 係 部

署 と十 分 協 議 していく。 

 

 

⑷ 職 員 の勤 務 労 働 条 件 の変 更 に伴 う事 項

については労 使 交 渉 を行 っていく。また、

合 意 事 項 については、必 要 に応 じて確 認

書 を取 り交 わしていく。 

５ ． 庁 舎 の運 用 について 

⑴ 第 一 庁 舎 でのワンストップサービスやフ

リーア ドレス について、職 員 の負 担 が軽

減 されるよう現 場 の声 を聞 き入 れ改 善 す

ること。 

 

⑵ 情 報 セキュリティ向 上 の観 点 から、執 務

スペース内 が市 民 から見 えないように配

慮 すること。 

 

 

 

５ ．  

⑴ ワンストップサービス等 の導 入 に伴 う課

題 の抽 出 を行 い、職 員 の負 担 が軽 減 され

るよう問 題 点 の改 善 に努 めている。 

 

 

⑵ 執 務 スペース等 の配 置 については、市 民

から見 えないように配 慮 するなど、情 報 セ

キュリティの向 上 に努 めながら検 討 してい

く。 
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要 求 事 項 回   答 

⑶ 職 員 同 士 が過 密 とならないよう、配 置

座 席 数 の配 慮 ・ 再 考 を行 うこと。 

 

⑷ 各 所 属 に課 の目 印 となるものを設 置 す

ること。 

 

 

 

 

⑸ キャビネットを設 置 すること。 

 

 

 

 

 

⑹ 庁 内 用 スマートフォンの通 信 機 器 の改

善 を図 ること。 

 

⑺ 個 人 の執 務 スペースを確 保 するため、

第 一 庁 舎 の机 を以 前 の仮 本 庁 舎 のデス

クに戻 すこと。 

 

⑻ 異 なるフロアに分 断 された課 をなくすこ

と。 

 

 

⑼ 第 二 庁 舎 の駐 輪 場 台 数 を増 やすこと。 

 

 

 

 

 

⑶ 配 置 座 席 数 については、過 密 とならない

よう努 めていく。 

 

⑷ 第 １ 及 び第 ２ 庁 舎 のサイン表 示 について

は、レイアウト変 更 や新 たな組 織 配 置 を進

める中 で一 部 設 置 しており、更 に利 便 性 の

高 い庁 舎 となるための改 善 に取 り組 んで

いく。 

 

⑸ 第 １ 庁 舎 は、職 員 用 のモバイルロッカーを

支 給 しているが、今 後 は、モバイルロッカー

の利 用 状 況 など、現 状 を把 握 したうえで、

第 １ 庁 舎 以 外 の職 場 も含 めてキャビネット

の必 要 性 について検 討 していく。 

 

⑹ 引 き続 き、早 期 改 善 に向 けた対 応 に取 り

組 んでいく。 

 

⑺ 職 員 数 に応 じた執 務 机 を配 置 し、個 人 の

執 務 スペース確 保 に努 めていく。執 務 机 に

ついては、既 存 のものを活 用 していく。 

 

⑻ 第 １ 庁 舎 においては、レイアウトの見 直 し

を行 う際 に、各 職 場 の状 況 に応 じて対 応

していく。 

 

⑼ 第 2 庁 舎 の職 員 用 駐 輪 場 については、

現 状 において、新 たな駐 輪 スペースを確 保

することは困 難 であることから、限 りある

スペースの中 で改 善 策 を検 討 していく。 

６ ． その他  

⑴ 組 合 事 務 所 等 のスペースを、第 一 庁 舎

に確 保 すること。 

６ ．  

⑴ 組 合 事 務 所 について、第 １ 庁 舎 でのスペ

ースの確 保 は困 難 な状 況 である。 

※要 求 事 項 のうち、行 政 の企 画 立 案 及 び執 行 に関 する事 項 、職 員 定 数 及 びその配 置 に関 する

事 項 、予 算 の編 成 に関 する事 項 、具 体 的 な任 命 権 に関 する事 項 並 びに人 事 評 価 制 度 の企

画 立 案 及 び実 施 に関 する事 項 は管 理 運 営 事 項 であります。 


